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海外情報

米国向け日本産牛肉輸出促進に向けた
業界などにおける取り組み

調査情報部

１　はじめに

日本産農林水産物・食品の海外輸出促進に

ついては、民間事業者などによる活動に対して、

農林水産省を中心とした関係機関がそれぞれ

の目的に応じて側面的な支援を実施している。

ここでは、米国向けの主要な輸出品目である牛

肉について、現地での販売状況や課題に加え、

関係機関の役割分担や具体的な活動内容に

ついて紹介する。なお、日本から米国へ輸出

される牛肉のほとんどは和牛肉であることか

ら、本稿では和牛肉について記載している。

なお、本文中の為替レートは、三菱UFJ

リサーチ＆コンサルティング株式会社「月末・

月中平均の為替相場」2025年11月末TTS

相場の１米ドル157.63円を使用した。

【要約】

　日本産牛肉の米国向け輸出については、ニューヨークなどの大都市を中心に商流を拡大し
てきた。今後の日本産牛肉の商流拡大には、新興地域や日系以外の現地系流通業者への展開
が重要となる。民間事業者による営業活動に加え、関係機関によるプロモーションなども実
施されている。関係機関が連携し、プロモーション活動および通関などの課題解決に取り組
んでいくとともに、米国国内での存在感をより強くアピールしていく必要がある。

（１）米国の食肉生産動向

米国では、2021〜23年に発生した大規

模な干ばつや、メキシコで確認されたラセン

ウジバエによる生体牛の輸入停止などの影響

により、牛飼養頭数が減少し、牛肉生産量も

減少している。米国農務省（USDA）が11

月に公表した世界農業需給予測（WASDE）

によれば、25年の年間牛肉生産量は1171

万7000トンと予測されており、これは前年

比で4.5％減少することとなる。牛肉の生産

量減少は、飼料であるトウモロコシ価格の下

落による豚肉や鶏肉の生産量の増加とは対照

的な状況である。米国連邦政府は25年10月

に牛肉産業強化計画（注１）を発表したものの、

生産量の回復には数年単位の期間を要すると

２　米国における食肉・牛肉の生産・消費動向
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見込まれている。業界関係者への聞き取りに

よると、政府による政策の断続的な変更によ

る不安定さも影響し、生産者が長期的な牛群

再構築の計画を立てにくい状況が続いている

とのことである。

（注１）詳細については、海外情報「アルゼンチン産牛肉の輸入
拡大の意向と牛肉産業強化計画を発表（米国）」（https://www.
alic.go.jp/chosa-c/joho01_004236.html）をご参照くださ
い。

国内需要を補うため、米国は豪州、ブラジ

ル、カナダなどから多くの牛肉を輸入してい

る。25年１～８月の米国の枝肉重量ベース

の牛肉輸入量は173万353トンとなってお

り、前年同期比25.8％増となっている（表１、

図１）。米国は同年４月以降、世界各国・地域

に対して相互関税および追加関税を課してい

るが、価格高騰が顕著な牛肉を含む一部の品

目については同年10月に相互関税を撤廃した。

米国の牛肉輸入には低関税枠の数量が設けら

れており、豪州、ニュージーランド、アルゼン

チン、ウルグアイのように単独で低関税枠の

数量が定められる国とブラジルやEU、日本な

どのように「その他」カテゴリーとして低関税

枠の数量を共有する国・地域がある。日本が

含まれる「その他」においては、低関税枠内

であれば、１キログラム当たり4.4米セント（6.9

円）の従量税が課されるが、枠外では26.4％

の従価税が課されることになっている。
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図１　米国における世界各国・地域からの牛肉の輸入量（2023 ～ 25年）

資料：USDA「Livestock and Meat International Trade Data」
　注：枝肉重量ベース。

国名 2024年
８月

25年
８月

25年
（１～８月）前年同月比

（増減率） 輸出割合 前年同期比
（増減率）

ブラジル 33,049 20,599 ▲37.7% 11.0% 388,123 72.5%
豪州 46,137 53,071 15.0% 28.3% 379,392 31.6%
カナダ 38,032 41,026 7.9% 21.9% 292,593 ▲2.1%

ニュージーランド 22,592 19,063 ▲15.6% 10.2% 199,553 0.9%
メキシコ 23,405 28,261 20.7% 15.1% 194,856 11.3%
ウルグアイ 11,859 9,518 ▲19.7% 5.1% 122,269 36.3%
ニカラグア 5,828 7,958 36.5% 4.2% 54,728 13.5%
パラグアイ 3,819 2,003 ▲47.6% 1.1% 44,523 356.5%
アルゼンチン 4,398 3,871 ▲12.0% 2.1% 36,737 33.2%
その他 1,823 2,201 20.7% 1.2% 17,578 47.2%
合計 190,943 187,571 ▲1.8% 100.0% 1,730,353 25.8%

表１　米国における輸入先別牛肉輸入量の推移

資料：USDA「Livestock and Meat International Trade Data」
　注：枝肉重量ベース。

（単位：トン）

https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_004236.html
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_004236.html
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（２）米国の食肉消費動向

米国は世界最大の牛肉消費国であり、米国

農務省経済調査局（USDA/ERS）によると、

2025年の１人当たり牛肉消費量（製品重量

ベース）は、前年比1.0％減の26.5キログラ

ム、26年は25年と比較して2.7％減の25.8

キログラムと予測されている。消費者の購買

傾向としては、米国国内の景気減速に伴い外

食需要が減少しているほか、牛肉価格の高騰

も影響し、安価なひき肉への需要が高まって

いる。一方で、特別な日にステーキなどを消

費する場合には、よりプレミア感のある商品

の需要が高まっているとされており、「消費

の二極化」が進んでいる。

牛肉の購入・消費は、飲食店、スーパーマー

ケット、精肉店、通販などで行われている。

ステーキで多く用いられるロイン系部位（リ

ブロース、サーロイン、フィレ）に加え、バー

ベキュー用としてショートリブ（うちばら）

やスペアリブ、ブリスケット（かたばら）、ロー

ストビーフ用のもも肉などの非ロイン系部位

も幅広く販売されている。また、近年、アジ

ア系以外の小売店舗において、薄切り肉を販

売する店舗が増えている。

米国で特徴的なのは、ハンバーガー用パ

ティが家庭調理用として販売されていること

であり、食肉処理施設でもひき肉とともにパ

ティを製造する動きも見られている（図２）。

また、調味液で味付けされているなど、自宅

においても簡単に調理ができるような商品も

多くなっている。一方、レストランやステー

キハウス、ファストフードなどの飲食店では

提供スタイルが多様であるが、一般的な米国

人の牛肉消費スタイルとしては、ステーキや

ハンバーガー、メキシコ料理のタコスなどが

代表的である。

一般的なひき肉の隣に陳列されるパティ
（コロラド州内スーパーマーケット）

精肉販売コーナーで販売されるロイン系とセカンダリーカット
（コロラド州内スーパーマーケット）

薄切りされた状態で販売される牛肉
（ニューヨーク州内大型量販店）

夏季にバーベキュー用で販売されるブリスケット（かたばら）
（ニューヨーク州内大型量販店）

図２　米国の小売店における牛肉販売状況

資料：JETRO作成
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コラム　米国の飲食店での牛肉の消費形態について

　米国は、世界最大の牛肉生産量を誇るとともに、牛肉の消費量も世界最大である。主要な消

費形態であるステーキは、会食を含め誕生日や記念日など幅広いシーンにおいて活用される（コ

ラム―図１）。ステーキは比較的リーズナブルな価格帯から高価格帯まで幅広いバリエーショ

ンの飲食店において提供されるが、特に高級な店舗では骨付きのまま提供されることが多い。

　また、一部店舗では、ドライエイジング（乾燥熟成）を行った牛肉を仕入れている。ドラ

イエイジングとは、牛肉を温度と気流を管理した貯蔵庫で一定期間保管することにより、風

味と食感などを高めるものである（コラム―図２）。こうしたステーキの中には、自前の施

設でドライエイジング処理が行われている場合もあり、ステーキハウス以外にも、高級ホテ

ルやレストランにおいて特定の消費者の嗜
しこう

好やリクエストに応じて提供されることが多い。

２種類のロイン系部位を含むTボーンステーキ
（ニューヨーク州内ステーキハウス）

味付けを自分で調整できるハンバーガー
（カリフォルニア州内レストラン）

コラム―図１　米国のステーキハウスおよびハンバーガーの販売例

資料：JETRO作成

世界最大級のドライエイジング施設内部（ニュージャージー州内Pat LaFrieda Meat Purveyors社）。
施設において貯蔵庫内を２℃前後に維持し通気しながら牛肉を維持し、30～120日間程度熟成を行う。

コラム―図２　牛肉のドライエイジング処理

資料：JETRO作成
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（１）日本産牛肉の米国への輸入状況に
ついて

前述の通り、米国に輸入される牛肉には低

関税の関税割当制度の数量枠（TRQ）が設

けられている。日本は「その他」のカテゴリー

に含まれ、TRQは６万5005トンである。

2022年以降、この枠は毎年１月から５月の

間に全量が消化されているが、近年では消化

のタイミングがさらに早まっており、25年

は１月17日に全量が消化された（図３）。枠

の消化分の大半をブラジル産牛肉が占めてお

り、24年は６万2458トン（その他TRQの

96.8％）であった。また、TRQ内のほとん

どは冷凍品であり、同年は６万3994トン（同

98.2％）であった。これは、ブラジルが米

国内で大きな需要があるひき肉用の牛肉を、

年末にかけて米国の港内の保税エリアで冷凍

保管して、年明けと同時に通関するためであ

る。

３　日本産牛肉の米国内での流通および課題について

　ハンバーガーのパティ原料は、チャックロールやブリスケットなどの非ロイン系やトリミ

ング材部位が中心となっている。

　ひき肉用に用いられる牛肉は米国産のものも含まれるが、ブラジルや豪州などから輸入さ

れたものが特に使用されている。ハンバーガーは、ファストフード店に限らず幅広い飲食店

で提供されており、30種類以上のメニューをハンバーガーだけで占めている店舗もある。

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

2021年 22年 23年

24年 25年

2255年年11月月1177日日
TTRRQQ全全量量消消化化

65,005
22002211年年1122月月1177日日
TTRRQQ全全量量消消化化

１⽉ ２⽉ ３⽉ ４⽉ ５⽉ ６⽉ ７⽉ ８⽉ ９⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉

2222年年33月月2288日日
TTRRQQ全全量量消消化化

2233年年55月月22日日
TTRRQQ全全量量消消化化

2244年年22月月2277日日
TTRRQQ全全量量消消化化（トン）

（週）

図３　TRQの「その他」カテゴリーの国・地域における消化状況

資料：US Customs and Border Protection 「Quota Status Report」を基にJETRO作成
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日本から米国への牛肉輸出は、指定施設で

食肉処理されたものに限られている。25年

５月１日に I H ミートパッカー株式会社が

新たに輸出可能な施設として認定され、対米

国輸出施設における日本国内認定施設は合計

17となった（図４）。

米 国 に お け る 日 本 産 牛 肉 の 輸 入 量 は、

USDAの 統 計 に よ る と2024年 は 合 計 で

1939.2トン（前年比19.6％増）と大幅に増

加した（図５、表２）。輸入時期については、

前述の通り、TRQ枠を活用してより多くの

米国内での在庫を確保するため、近年では１

～２月の輸入量が最も多くなっており、

TRQ枠の消化後は24年第３四半期までは毎

月100トン前後、第４四半期以降は100数

十トン前後で推移している。25年は１月の

輸入量が特に多く、また、４月以降の相互関

税措置を前に追加輸入が進んだ結果、６～７

月の輸入量は前年同期を大幅に上回った。１

～８月までの累計で前年の輸入量を超え、

図４　米国およびEUに輸出対応可能な食肉処理施設の配置について

資料：農林水産省ウェブサイトより抜粋
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図５　米国における日本からの牛肉の輸入量（2023 ～ 25年）

資料：USDA「Livestock and Meat International Trade Data」
　注：枝肉重量ベース。
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2082トンとなっており、米国内の流通や在

庫は増加している。

日本からの牛肉の輸入については、距離的

なメリットやこれまでの取扱量が多く通関ト

ラブルの頻度が低い、カリフォルニア州のロ

サンゼルス・ロングビーチ港（LA・LB港）

やロサンゼルス空港が使用されることが多い

（図６）。なお、LA・LB港は、米国が取引を

行うコンテナ量の約４割が取り扱われている

とされており、特にアジア圏との取引で大き

な割合を占める。ハリケーンや吹雪などの

影響を受けにくく天候が安定しており、鉄道

やトラックへのアクセスの良いことが理由と

なっている。

一部の日本産牛肉は、シカゴ（イリノイ州）、

ニューアーク（ニュージャージー州）などか

ら航空貨物として輸入されることもあり、輸

入後は、主にトラックおよび鉄道で各企業の

拠点まで配送される。
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図６　日本産牛肉の輸入経路と輸入後の流通経路（イメージ）

資料：聞き取りなどによりJETRO作成

１月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累計

2023年 421.3 137.5 165.6 123.2 95.3 93.1 96.4 120.3 126.6 91.9 105.6 44.4 1621.2

24年 256.8 309.8 155.9 137.6 121.3 110.7 130.3 139.1 138.7 190.8 154.5 93.7 1939.2

25年 986.0 135.7 148.8 127.9 116.4 251.9 208.8 106.5  − − − − 2082.0

増減
（24〜25年） 729.2 ▲174.1 ▲7.1 ▲9.7 ▲4.9 141.2 78.5 ▲32.6 − − − − 720.6

表２　日本産牛肉の米国における輸入量の推移（トン）

資料：USDA「Livestock and Meat International Trade Data」
　注：枝肉重量ベース。
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日本産牛肉は、これまで人口が多く所得が

高いエリアで消費されてきた。特に、ニュー

ヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、マ

イアミ、ラスベガスなどの大都市ではこれま

で多くの事業者が日本産牛肉の販売を行って

きたため、需要に対する供給はほぼ飽和状態

であるとされる（図７）。一方、これらの地域

においては、住宅費の高騰や税負担を背景に、

新型コロナウイルス感染症（COVID － 19）

の感染拡大以降、テキサス州などの地域への

移住が広がっており、日本産牛肉の消費地も

それに応じて徐々に広がりを見せている。シ

カゴ、フィラデルフィア、ヒューストン、ダ

ラスなどはすでに日本産牛肉の流通が進んで

きているところであるが、サンアントニオ、

オースティン、フェニックス、アトランタ、

シャーロット、シアトル、デンバーなどが新

たな注目地域となっている。

（２）商流拡大に向けた課題について

日本産牛肉の商流は、日本国内の産地から

北米向け輸出施設や輸出事業者を経て、米国

内の輸入事業者やディストリビューター（卸

売事業者）からレストラン・小売店などの実

需者に供給され、現地の消費者まで販売され

る仕組みとなっている（図８）。
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すでに日本産牛肉が浸透している地域・都市

今後の新興市場として注目されている地域・都市

図７　日本産牛肉の主な消費地と今後の新興市場

資料：聞き取りなどによりJETRO作成
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現時点で、米国内での日本産牛肉の輸入は、

日系の輸入事業者が大部分を担っている。そ

の先の流通については、米国内に拠点を置く

ディストリビューターや実需者の顧客基盤の

維持・獲得が、輸出拡大に向けた重要な要素

となる。特に大きなポイントは、１）大都市

圏以外の地域における新たな商流の獲得、２）

既存の商流の中における取引量や非ロイン系

部位などの取扱商品の拡大－である（図９）。

 ⽇系輸⼊・ディストリビューター
・⽇本国内に本社を置く⾷⾁⼤⼿の関連企業
・独⾃に⽶国に本社を置く⾷⾁輸⼊企業

 ⾮⽇系輸⼊・ディストリビューター
・⽶系卸⼤⼿のグループ企業
・⽶系⾷⾁輸⼊企業
・⽶系⾷⾁加⼯業者兼配送業者 など

 ⾼級⽇本⾷レストラン
 寿司店
 焼⾁店 / 韓国式焼⾁店
 ステーキハウス
 ⾼級洋⾷店

〇輸⼊・ディストリビューター 〇レストラン
 ⽇系スーパーマーケット
 ⾼級⽶系スーパーマーケット
 ⽶系倉庫型スーパーマーケット
 精⾁店
 ECサイト

〇⼩売店

⽇系輸⼊・ディストリビューター
FedEX

主流の流通形態
⽇系・⾮⽇系

レストラン / ⼩売店⾃社配送（トラック）

委託

⾮⽇系
レストラン / ⼩売店

レストラン / ⼩売店指定の
⽶系⾷⾁/⾷品卸

⽇系・⾮⽇系
レストラン / ⼩売店⽇系貿易商社

（加⼯・カットする場合）
⽇系⾷⾁加⼯施設
⽶系⾷⾁加⼯施設

⽇系・⾮⽇系
レストラン / ⼩売店

増加している流通形態

⾮⽇系
レストラン / ⼩売店⽶系ディストリビューター

上記の流通形態に加え、⽇系輸⼊・ディストリビューターから⽶系ディストリビューターへの
アプローチまたはその逆のアプローチによって、⽶系⾷⾁/⾷品卸への販売が増加傾向。

⽇系輸⼊・ディストリビューター

⽇系輸⼊・ディストリビューター

⽇系輸⼊・ディストリビューター

⽇系輸⼊・ディストリビューター

【⽇本産牛肉の流通にかかわる事業者の事業形態】

図８　日本産牛肉の米国内での商流・流通のイメージ

資料：聞き取りなどによりJETRO作成

 ⽇本産牛肉の流通量が多いと推察される地域以外に新たな
消費地を開拓。

 パンデミック後の⼈⼝動態なども踏まえ、
・⼈⼝の多い（市場規模が⼤きい）地域
・⾼所得層や⾼級レストランが多い地域
・観光客が多い地域
・日本産牛肉に関⼼を持つディストリビューターがいる地域
がターゲットになり得る地域。

 新興市場に対しては確実な流通体制を構築するとともに、
新たな顧客に対しては特にきめ細やかなカスタマーサポー
トを構築することが重要。

⽇本政府、都道府県、業界などによって、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ニューヨーク、マイアミ、
ラスベガスといった主要消費地でプロモーションを実施してきた結果、⽇本産牛肉の輸⼊量が増加。

しかしながら、直近では⼤都市圏では実需者への供給は飽和状態に近づいており、⽇本産牛肉同⼠での
競合や価格競争が発⽣するなど、当初のような⼤幅な伸びは期待できない。

主要消費地における⽇本産牛肉の需要の伸び悩み

ロイン系部位が⾼値過ぎるため事業者や消費者の購⼊意欲が⾼まらない
⾼級⽜⾁を取り扱う外⾷・⼩売事業者からも「⽇本産牛肉は⾼価過ぎて⼿に余る」との声。
消費者は、ホリデーシーズン、誕⽣⽇、記念⽇などの「特別な⽇」に⾼級⽜⾁を消費する傾向にあるも
のの、その中でも⾼価格帯の⽇本産牛肉はターゲット層が限定的。

⽇本産牛肉の輸出促進を継続するために必要な考え⽅

新たな消費地の開拓01 ⾮ロイン系部位の需要創出02
 ⽇本産牛肉の価格に幅を持たせ、事業者や消費者に価格帯の
選択肢を付与。

 ⾮ロイン系部位を取り扱うアジア系・ヒスパニック系事業者
も重要なターゲットとなり得る。

 ⾮ロイン系部位を取り扱いづらい⽶系事業者への普及も模索
する必要がある⼀⽅で、新規市場への拡⼤についてはまずは
ロイン系の流通量が⼗分確保されることが重要。

図９　米国における日本産牛肉の輸出拡大に向けた課題

資料：聞き取りなどによりJETRO作成



畜 産 の 情 報 　 2026. 186

日本産牛肉は、日米間の商習慣や販売形態

などの違いにより、日系およびアジア系のレス

トランや小売での商流を拡大しやすい傾向が

あり、実際に日系・アジア系の顧客を多く見か

ける。一方、大都市圏以外では日系・アジア

系の人口割合が少なく、レストランや小売も

少ないため、新興市場を開拓していくために

は、そもそもの日本に対する認知度を高めつ

つ、現地の外食産業や食生活の中で活用され

る食材としての日本産牛肉のプロモーションを

積極的に行っていくことが重要である。

米国には畜産業に関する全米規模および州

ごとの協議会や業界団体があり、独自のネッ

トワークが食肉の流通に関する情報交換の場

にもなっている。日系企業がこのようなネッ

トワークへ参入するのは容易ではないが、地

域の経済活動や教育活動への貢献が新たな商

流につながる場合もある。最近では、中西部

の総合大学において日系企業が協力した高校

生向けの教育プログラムが地域内コミュニ

ティで評価されたことにより、地域の畜産関

係事業者間で情報が共有され、米国で数百店

舗の展開を行う小売店と新たな日本産牛肉の

販売に向けた取引が開始された例がある。

輸出促進に取り組む日本の事業者にとって

は、一般的な営業活動や流通管理だけではな

く、プロモーション活動やきめ細やかなカス

タマーサービス、教育指導ができるような

チームを構築することが有用となっている。

米国内での販売を拡大するためには、パート

ナーとなる現地のディストリビューターや実

需者の信頼を獲得し、消費者に対して価格に

見合う納得感や感動を与えられるストーリー

を説明してもらうことが不可欠である。日本

産牛肉は米国内で流通する一般的な牛肉など

と比較しておおよそ２～３倍以上の高価格で

販売されているが、付加価値を理解する顧客・

消費者に対して、適正な価格で販売すること

で、サプライチェーンを通じて利益を出すこ

とができる。価格競争を避けつつ、米国で特

にハイエンドなマーケットへの商流を拡大す

るためには、例えば、最終消費者から食感に

ついてクレームが発生したときに調理時の

カットの方法や事前の下処理についてシェフ

に助言したり、季節や催しのスケジュールに

合わせて販売する部位や形態の変更を精肉店

のブッチャー（注２）へ提案したりするなど、宝

石や車の販売にも通じるようなきめ細かな対

応が求められると言える。

なお、米国へ輸出されている日本産牛肉の

大部分はロイン系部位であり、米国において

日系・アジア系以外の飲食店や肉を専門に取

り扱う精肉店では、非ロイン系部位はほとん

ど取り扱われることはなかった。引き続き、

消費はロイン系部位を使用したステーキが中

心ではあるが、飲食店においては炙
あぶ

りにした

状態で寿司ネタとして提供するほか、前菜や

どんぶりのような形態での提供も増加しつつ

ある（図10）。また、最近では日系・アジア

系の飲食スタイルである焼き肉や火鍋などの

メニューにおいて、日本産牛肉の非ロイン系

部位が使用されることもあり、そのような需

要に応じた輸出も始まってきている。大都市

以外では日本産牛肉の使用・喫食経験自体が

無い実需者や消費者がほとんどであり、米国

内で新規市場へ商流を拡大していく場合に

は、まずはロイン系部位のプロモーションを

進め、流通量を確保しながら必要に応じて新

たな部位として非ロイン系部位の提案を行っ

ていくこととなる。

（注２）ブッチャーは、肉の品質を見極めながらブロックからス
テーキ用のポーションなどへ切り分けて提供することを専門とす
る職人。精肉店でブッチャー自らがオーナーとなって販売促進に
取り組む例もある。
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また、米国内の販路拡大における課題に加

え、輸入通関および米国内における流通・配

送にもハードルがある。牛肉輸入については、

前述の通りTRQが設けられており、輸入者

にとっては消化時期が不明瞭である。予想以

上に早く消化された場合、高額な関税が課さ

れてコスト増につながってしまう。低関税枠

内で輸入する場合、冷凍で輸入した上で長期

間保管されることになるが、米国の飲食店で

は冷蔵牛肉をステーキなどに使用するため、

冷凍で保管されてきた日本産牛肉について

は、実需者による品質に対する誤解や値下げ

の要求が生じる可能性がある。

加えて、米国内の通関時に一定の課題が

あり、例えば、商品の箱に和牛（Wagyu）

などの表記がある場合、事前に米国農務省食

品安全検査局（USDA/FSIS）への品種登録

が必要となる。登録がない場合、通関および

USDA/FSISによる確認のため想定以上の時

間がかかる場合がある。また、輸入時にはラ

ンダムで開封検査が行われ、開封されたブ

ロック肉については、通関後の移動の最中に

品質が著しく低下することがあるため、事業

者にとっては大きな損失となってしまう（図

11）。さらに、米国内の拠点での倉庫への積

み下ろしや配送時などの物流体制について

も、盗難のリスクや冷蔵・冷凍の商品が顧客

の玄関口に放置される事例もあるため、適切

な輸送パートナーを見つける必要がある。

ステーキ⽤のロイン系部位（右側）
（ニューヨーク州内⾼級⾷材店）

精⾁コーナーで販売されるトライティップ（しんたま）
（カリフォルニア州内アジア系スーパーマーケット）

ロース芯を使ったステーキ（イベント⽤）
（イリノイ州内⾼級レストラン）

⽇本産牛肉のタパ（フィリピン料理）
（フロリダ州内レストラン）

炙った牛肉を⽤いた寿司
（ニューヨーク州内寿司店）

図10　日本産牛肉の販売・消費形態の例

資料：JETRO作成
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（３）関係機関および業界の取り組み

民間事業者が行う日本産牛肉の輸出につい

ては、農林水産省を中心とした関係機関が

それぞれの役割に応じて側面的な支援を実施

している。主な活動機関としては、一般社団

法人日本畜産物輸出促進協会（J–LEC）、独

立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）お

よび日本食品海外プロモーションセンター

（JFOODO）などがある（図12）。

J–LECについては、日本国内の会員企業

や産地と調整しながら日本産牛肉をオール

ジャパンブランドとして世界各国・地域に

おけるプロモーションを行っている（図

13）。米国においては、特にダラスやフェニッ

クスといった新興地域を中心としたセミナー

通関後、USDAによる検査時に開封されたサーロイン（左）、開封を受けなかったサーロイン（右）
開封検査を受けると真空状態が解除されてしまい、通関後の輸送などにより品質が低下し、変色もする。
部位にもよるが、廃棄処分となってしまった場合、商品販売価値として数千ドル程度の損失となるとのこと。

図11　通関時に発生しうる品質低下などの課題

資料：事業者の協力によりJETRO撮影

日本産牛肉の輸出促進にかかわる機関としては主に下記の四つ。下記以外にも在米日本大使館や各都道府県のコン
ソーシアムなども米国内で活動している。
(1)農林水産省:プロモーションに関する費用の支出、全体的な方針の策定、大使館における活動の調整などを実施。
(2)日本畜産物輸出促進協議会(J–LEC): 日本の会員と調整し、オールジャパンでのプロモーションを実施。
(3)日本貿易振興機構(JETRO):現地の展示会への出展や輸出プラットフォーム運営、個別商流への支援などを実施。
(4)日本産食品海外プロモーションセンター(JFOODO):品目・地域を絞った特に消費者向けプロモーションを実施。

農林水産省経済産業省

JETRO
JFOODO

JETRO 海外拠点

J–LEC

デジタル広告、
イベントなど開催

日本産牛肉のプロモーション

助言・指導

助言・指導

食肉生産者、
輸出事業者現地事業者

（＋輸出事業者）

図12　日本産牛肉のプロモーションを行う主な関係機関と大まかな資金の流れ

資料：JETROまとめ
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イベントを開催し、現地の実需者であるディ

ストリビューターやレストランシェフなどを

対象に日本産牛肉に関する情報提供・発信に

加え、ブロック肉を小さなポーションに切り

分けるカッティングデモンストレーションや

日本産牛肉を活用したメニューの紹介、ビジ

ネスマッチングなどを行っている。メニュー

の紹介については、非ロイン系部位を含め、

米国の消費形態に合わせて各地域の著名な

シェフが開発したレシピブックを取りまとめ

ており、新たに日本産牛肉を導入したレスト

ランなどでも速やかに活用できるようになっ

ている。また、民間事業者と連携した米国へ

の試験輸出による輸入通関時における課題調

査、JETROと連携したシェフや精肉店の

ブッチャー養成機関（Culinary Institute of 

AmericaおよびRange Meat Academy）

における教育活動や新規ディストリビュー

ターの招
しょうへい

聘などに取り組んでいる。

JETROについては、日本国内に加え世界各

国・地域において事務所があることから、現

地の市場情報や規制状況などに関する情報提

供やブリーフィングの実施、食品見本市への

出展支援、現地企業とのマッチングや商談会

の機会の提供などを行っている。特に米国へ

の日本産牛肉の輸出については、ディストリ

ビューターや実需者向け（Ｂ向け）と最終消

費者向け（Ｃ向け）のプロモーションをそれ

ぞれ個別商流に着目し、新興市場における

プロモーションを実施している（図14）。具

体的には、日本産牛肉輸入事業者とディスト

リビューターが組み合わさった実需者へのセ

ミナー活動、実需者による最終消費者へのプ

ロモーション活動などを組み合わせたもので

あり、振興地域を対象にした日本産牛肉の

図１４ JLECによる米国での日本産和牛輸出促進に向けた活動例

新規バイヤー招聘（2024年度）
〇内容：J–LEC主催で、米系卸と教育機関を日本に招聘
＊訪問先：食肉学校、肥育農家、民間と畜場 など
〇招聘者：日本産牛肉未取扱いの米系ディストリビューター３社、

教育機関２人
〇2025年度は、業務用食肉および畜産加工品に関する企業が所属する
団体が発信するネット記事で周知を行い、日本産牛肉未取扱いの米系
ディストリビューターを招聘予定。

全国食肉学校
訪問の様子

新興市場におけるセミナーの開催の様子（2025年度ダラス）

11月５日に開催されたセミナーには、レストランのシェフや小売事業者の調達責任者などをはじめ100人
を超える参加者があった。講師によるブロック肉からの小さなポーションへのカッティングデモンストレーションと
米国人シェフによる日本産牛肉を活用したメニューの紹介などが行われた。

図13　J–LECによる米国での日本産牛肉輸出促進に向けた活動例

資料：聞き取りなどによりJETRO作成
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商流開拓に加え、既存の商流に対して非ロイ

ン系部位の活用についても提案を行っている

（図15）。また、上述のJ–LECが実施するも

のに加え、JETROにおいても牛肉を含む日

本産食材に関する教育活動をシェフなどの養

成機関で実施している。米国では食肉に関する

団体や会合が多数あり、米国の関係事業者が

集まるAnnual Meat Conferenceなどの会

合・展示会での日本産牛肉のPRやウェブ掲

載記事における周知活動などを通じて日本産

牛肉の商流拡大に取り組んでいる。

J–LECやJETROに加えて、JFOODOに

輸出者

日本産牛肉の主な商流・特徴

持たない者も多い。
＊日系が大半
＊日系の場合、日本産牛肉に
関する豊富な知見を有する。

卸売事業者
＊米系（一部日系）
＊米国各地に数千以上
＊エリア毎に配送網・得意先
を持つ（縄張りを持つ）

＊日本産牛肉に関する知見を

輸入事業者

＊ステーキハウス、ブッチャー
（精肉店・小売店内型に加え、
高級専門店も数多く存在）など
米国特有の顧客も。
＊近年は、Korean BBQや火鍋な
どの大きな顧客への広がりも。

顧客
（レストラン・小売店）

消費者

ディストリビューターおよび
実需者向け（B向け）プロモーション 

消費者向け（C向け）プロモーション

図14　日本産牛肉の輸出拡大に向けた個別商流に着目したプロモーション

資料：JETROまとめ

シェフによる利益率の
⾼いメニューの提案

⽇本産牛肉に関するセミナー活動（2024年度）
〇実施地域︓ボストン、ダラス、シャーロット、シカゴ
〇主な内容︓基礎セミナー、カッティングデモ・試⾷提供、商談
〇イベントの対象者︓ディストリビューター・レストラン・⼩売店
〇成果
・商談件数（参加バイヤー数）︓217件（人）
・成約件数︓34件 卸売事業者

による商談

⽇本産⾷材サポーター店との協⼒（2024年度）
〇実施地域︓フィラデルフィア（４店舗）、ダラス（７店舗）
〇主な内容︓新メニュー提供、新規部位の試⾏的取り扱いなど
〇イベントの対象者︓⼀般消費者約240人

新規部位の
取扱いSNSキャン

ペーン

Annual Meat Conference（AMC）への出展（2024年度）

〇AMC︓全⽶唯⼀の⾷⾁専⾨の展⽰会・商談会
〇内容︓輸⼊者２社と連携して初の⽇本産牛肉で出展。
（25年度は輸⼊者の商談組成を⽬的としたブース出展を予定。）
〇参加者︓⾷⾁専⾨の卸、⼩売店、⾏政関係者など
〇商談件数︓約50件  （ディストリビューターや⼩売事業者）

ジャパンブースの様⼦、
リブロースの展⽰

B向け

B向け

C向け

図15　JETROによる米国での日本産牛肉輸出促進に向けた活動例

資料：JETROまとめ
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よる消費者向けに特化したプロモーションが

行われているほか、都道府県によっては、自

治体・生産者・輸出事業者が一体となったコ

ンソーシアムが組織されており、米国におい

て知事によるトップセールスや地域に特化し

たブランド牛のプロモーション活動が行われ

ている。また、日本産牛肉をめぐる規制や関

税などの課題を解決するため、在米日本大使

館や日本総領事館は現地の専門家や関係団体

と連携の上、当局間との交渉、規制情報の発

信などを行っている。

日本産牛肉の輸出促進に向けては、既存商

流を維持しつつ大都市圏以外の新興地域への

展開を進めていくことが極めて重要である。大

規模な見本市への出展などは継続的に実施さ

れているが、日本産牛肉の輸出拡大に当たって

は、より地方都市のコミュニティに入っていく

ため、各州において開催されるフェアや、現地

の業界団体などが開催するような展示会・会

合でのプレゼンスを示していくべきと考えられ

る。そのため、今後も食肉に関する展示会や

会合について情報のアップデートを行いなが

ら、米国内の業界団体内に向けた発信や日本産

牛肉を取り扱う事業者に対する適切な市場情

報の提供など行い、中長期的な期間でプロモー

ションに取り組んでいくことが重要である。

また、米国において展開する日本の関連機

関については、それぞれ独立したプロモー

ションを展開している状況であるため、現地

の米系および日系企業からは各機関の役割分

担や活動内容が分かりにくいという声も上

がっている。そのため、各機関が実施してい

るプロモーション活動や情報をまとめて発信

できるような仕組みや一体感を持った活動が

行われるよう、調整が進められている。

４　今後の見通し（活動の方向性）

米国においては、2025年の第二次トラン

プ政権発足以降、世界各国・地域に対する相

互関税・追加関税が講じられ、各国・地域と

の二国間交渉や規制などの変更が断続的に続

いている。また、これまでの記録の中で最長

となった連邦政府機能の一部閉鎖や連邦政府

職員の大幅な削減に向けた動きもあり、米国

内の経済政策や統計情報に対して多くの不確

実性が存在している状況である。そのような

中、米国内の企業には、雇用を削減したり、

食材の仕入れを延期させたりするような動き

もあり、被雇用者である多くの消費者の支出

も減少している状況である。

高価格である日本産牛肉のレストランや小

売店での販路拡大については、消費者の支出

が減少することによって厳しい状況が続いて

いるものの、新興市場および現地系商流獲得

に向けては、活発な取り組みが行われている。

米国内の特に日系輸入事業者・ディストリ

ビューターの営業・プロモーション活動によ

り、日本産牛肉の裾野は広がり続けており、

今後も関係者の連携を促進し効率よく活動が

できるよう貢献していきたい。

（JETROニューヨーク　中島　勝紘）

５　おわりに


